
 
 

  
 

安全なだけではなく安心であり、 
日々の生活を心穏やかに快適に過ごせることは、 
誰もが住み続けたいと思えるまちの実現につながります。 
また、23 区で唯一空港を有している強みをはじめ、 
様々な地域の特色をまちの活力につなげていくことも重要です。 
都市の強靱化を進めるとともに、多様な地域特性を踏まえて、 
活気とやすらぎのある快適なまちをめざします。 
 
  
 
 

基本目標 

４ 
安全・安心で活気と 
やすらぎのある快適なまち 
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 施策を構成する事業 
※ 枠で囲んである事業は主要事業 

施策 4-1 災害に強く回復しやすい減災都市の実現 
  施策の方向性 4-1-1 倒れないまちづくりの推進   
   ● 倒れないまちづくりの推進    
  施策の方向性 4-1-2 燃えない・燃え広がらないまちづくりの推進   
   ● 燃えない・燃え広がらないまちづくりの推進    
  施策の方向性 4-1-3 橋梁の強靱化による発災後の道路ネットワーク確保、復旧の強化   
   ● 橋梁の強靱化    
   ● 船着場維持管理    
   ● 地籍調査事業    
  施策の方向性 4-1-4 多様な整備手法による無電柱化の推進   
   ● 無電柱化の推進    
  施策の方向性 4-1-5 水害から命を守る高台まちづくりの推進   
   ● 水害から命を守る高台まちづくりの推進    
   ● 排水場維持管理    
   
施策 4-2 地域力を活かした防災対策の推進 

  施策の方向性 4-2-1 区民の生命・身体を災害から保護する救命・救助・救護体制の構築   
   ● 関係機関（消防・警察・自衛隊・医療関係機関等）との連携強化    
   ● 水防活動拠点の維持・運用    
   ● 災害時用情報システム及び防災行政無線等の維持             など    
  施策の方向性 4-2-2 多くの区民が成果を共有できる普及環境の構築と防災意識の高揚   
   ● 防災意識の高揚と自ら避難行動等が判断できる環境づくり    
   ● 学校防災活動拠点事業    
   ● 小規模災害に伴う被災者支援    
   ● 災害時における要支援者対策の推進    
   ● 災害ボランティアの育成支援                      など    
  施策の方向性4-2-3 必要な方に物資を供給できる物流体制と生活系廃棄物処理体制の構築   
   ● 大規模災害発生時にも生活を継続できる体制の構築    
   ● 備蓄倉庫管理    
   ● 備蓄物品の維持管理    
   ● 駅前滞留者対策    
  施策の方向性 4-2-4 災害ケースマネジメントの実施準備   
   ● 災害発生後の生活再建と安定のための事前対策    
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施策 4-3 治安がよい美しいまちの実現 

  施策の方向性 4-3-1 地域団体及び関係機関との連携・協力による区民の安全・安心の確保   
   ● 体感治安の向上    
   ● 自転車盗難対策の推進    
   ● 客引き・客待ち防止対策    
   ● 街路灯新設・改良・維持    
  施策の方向性 4-3-2 特殊詐欺被害、消費者被害防止に向けた取組の強化   
   ● 特殊詐欺対策の推進    
   ● 消費者力の向上    
  施策の方向性 4-3-3 喫煙対策及び環境美化の推進   
   ● 屋外における喫煙対策の推進    
   ● 地域美化活動の支援    
       

施策 4-4 地域の魅力を活かした拠点づくり 

  施策の方向性 4-4-1 蒲田駅周辺のまちづくり   
   ● 蒲田駅周辺のまちづくり    
  施策の方向性 4-4-2 大森駅周辺のまちづくり   
   ● 大森駅周辺のまちづくり    
  施策の方向性 4-4-3 身近な地域の魅力づくり   
   ● 身近な地域の魅力づくり（下丸子駅周辺地区・平和島駅周辺地区のまちづくり）    
   ● 池上駅周辺地区のまちづくり    
   ● 洗足池駅周辺地区のまちづくり    
       

施策 4-5 誰もが移動しやすく利便性の高い多様な交通ネットワークの形成 
  施策の方向性 4-5-1 新空港線の整備促進   
   ● 新空港線の整備促進事業    
  施策の方向性 4-5-2 区内公共交通の改善   
   ● 区内公共交通の改善    
   ● エイトライナーの整備促進事業    
   ● コミュニティバスの運行支援事業    
  施策の方向性 4-5-3 広域的な道路ネットワークの整備推進   
   ● 都市計画道路の整備    
   ● 都市計画道路の方針策定    
  施策の方向性 4-5-4 誰もが安全で快適に自転車を利用できる環境の整備   
   ● 自転車走行環境の整備    
  施策の方向性 4-5-5 街なかのバリアフリー化の推進   
   ● バリアフリーによるまちづくりの推進    
   ● 大森駅におけるバリアフリーの推進    
   ● 大森駅歩道橋等維持管理    
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施策 4-6 誰もが快適に暮らし過ごせる都市基盤と住環境の整備 
  施策の方向性 4-6-1 生活道路等の整備   
   ● 道路の維持管理    
   ● 公衆便所の維持管理    
   ● 公共下水道枝線建設    
   ● 河川維持管理    
   ● 公共溝渠

こうきょ

維持管理    
   ● 地域の道路整備    
  施策の方向性 4-6-2 新技術等を活用した予防保全型の橋梁の維持管理   
   ● 橋梁の長寿命化修繕整備、橋梁点検    
   ● 橋梁の補修    
  施策の方向性 4-6-3 安心で快適な住環境の確保   
   ● 安全で快適な住まいづくりの推進    
   ● 区営・区民住宅の維持管理    
   ● 違反看板、不法広告物除去事業    
   ● 建築基準法に基づく確認審査、許可認定等    
   ● 都市計画法に基づく開発の許可、地区計画の審査等            など    
  施策の方向性 4-6-4 空家等対策の推進   
   ● 空家等対策の推進    
  施策の方向性 4-6-5 年齢層に合わせた交通安全教育機会の充実   
   ● 交通安全の推進    
  施策の方向性 4-6-6 自転車等利用総合対策の推進   
   ● 自転車等利用総合対策の推進    
       

施策 4-7 世界と日本をつなぐ空港臨海部のまちづくり 
  施策の方向性 4-7-1 移動しやすく、働く場所・遊ぶ場所として魅力ある空港臨海部の形成   
   ● 内陸部と臨海部における交通アクセスの向上    

  施策の方向性 4-7-2 HANEDA
ハ ネ ダ

 GLOBAL
グ ロ ー バ ル

 WINGS
ウ イ ン グ ズ

のまちづくり   
   ● HANEDA GLOBAL WINGS のまちづくり    
       

施策 4-8 多彩で魅力ある公園・緑地づくり 

  施策の方向性 4-8-2 大規模公園・緑地の魅力向上   
   ● 地域の拠点となる公園・緑地の整備    
   ● 地域の拠点となる公園・緑地の利活用    
   ● 地域の拠点となる公園・緑地の維持管理    
  施策の方向性 4-8-3 身近な公園・緑地の魅力向上   
   ● 身近な公園・緑地の整備    
   ● 身近な公園・緑地の利活用    
   ● 身近な公園・緑地の維持管理    
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施策 4-9 水とみどりのネットワークでやすらげる環境づくり 

  施策の方向性 4-9-1 みどりの保全、創出、活用の推進   
   ● グリーンインフラを活用した持続可能なまちづくりの推進    
  施策の方向性 4-9-2 魅力的な水とみどりのネットワークの形成・拡充   
   ● 散策路の整備    
  施策の方向性 4-9-3 河川の水質浄化対策の推進   
   ● 呑川水質浄化対策の実施    
   ● 合流改善貯留施設整備                                                   など    
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施 策 

4－1 
災害に強く回復しやすい減災都市の実現 

 
 めざす姿 

  
   

① 区内住宅等の耐震化・不燃化が進むとともに、避難等に有効な道路幅員、延焼遮
断や避難所・防災活動拠点等となる学校・公園などを有する市街地が形成される
ことで、区民の生命・財産を守る災害に強く安全・安心で良好な住環境が整えら
れたまちが実現しています。 

  
② 橋梁をより強靱にすることで、区民の生命を守り、生活の再建を促し、企業活動

の再開へとつながる道路ネットワークが構築されています。 
また、無電柱化の推進により、道路閉塞の一因を無くし災害早期復旧を可能にす
るなど、都市防災機能の強化、安全・安心で快適な歩行空間の確保とともに、良
好な都市景観を創出します。 

  
③ 気候変動により激甚化・頻発化している水害の危険性に対し、建築物や公園など

公共施設を活用した垂直避難＊の場所が確保されています。また、高層階の公共
施設がない場合にも、民間施設との協定を締結するなどして、発災時に区民の命
を守る「高台＊」が確保されています。 

  

 
 施策の方向性 

  
① 倒れないまちづくりの推進 

旧耐震基準＊で建てられた住宅等の耐震化を推進するとともに、新耐震基準＊で
建てられた課題のある木造住宅の耐震化を進め、首都直下地震など大規模な震災
による被害を最小限に抑えられる、倒れないまちづくりを進めます。 

 

 

② 燃えない・燃え広がらないまちづくりの推進 
災害に強く安全で安心して暮らせる「燃えない・燃え広がらないまちづくり」

推進のため、特に不燃化促進が必要な地区では、修復型まちづくり＊の手法により
道路拡幅整備や防災広場＊・公園等整備を進めます。また、東京都の不燃化特区制
度＊を活用した建替え等支援により、不燃領域率＊の向上を図ります。 
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③ 橋梁の強靱化による発災後の道路ネットワーク確保、復旧の強化 
 区が管理する橋梁の耐震性能を把握し、発災時における自宅から避難所までの

円滑な避難や緊急車両の通行のリスクを最小化します。また、発災直後から刻々
と変化する状況を仮想空間＊でのシミュレーション等により想定し、実社会での道
路ネットワークにおける路線の位置付けや耐震性能を踏まえ、優先対策橋梁の耐
震整備を推進します。 

  

  

④ 多様な整備手法による無電柱化の推進 
 電線共同溝＊方式以外の低コスト手法の採用や、道路外の公共用地等の活用を

検討するとともに、緊急輸送道路＊以外の区道における新たな電柱の設置抑制
や、単独地中化＊による無電柱化の推進を民間等開発事業者に要請するなど、区
内における無電柱化を総合的に推進します。 

 

 

⑤ 水害から命を守る高台＊まちづくりの推進 
 高台まちづくりの実現に向けて、短・中・長期での検討を行います。短期で

は、建築物を利用した垂直避難＊、命を守る避難場所の確保の検討、中期では、高
台の公園や建物を拡充した避難拠点の確保の検討、長期では、多摩川流域に高規
格堤防＊を整備し、高台まちづくりを推進します。 

 

 事業一覧 
  

施策の方向性 事業一覧 
4-1-1 

倒れないまちづくりの推進 ① 倒れないまちづくりの推進  

4-1-2 
燃えない・燃え広がらない 
まちづくりの推進 

② 燃えない・燃え広がらないまちづくりの推進 

4-1-3 
橋梁の強靱化による発災後の 
道路ネットワーク確保、復旧の強化 

③ 橋梁の強靱化 
・ 船着場維持管理 
・ 地籍調査事業 

4-1-4 
多様な整備手法による 
無電柱化の推進 

④ 無電柱化の推進 

4-1-5 
水害から命を守る 
高台まちづくりの推進 

⑤ 水害から命を守る高台まちづくりの推進 

・ 排水場維持管理 
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施策 4-1 災害に強く回復しやすい減災都市の実現 
施策の方向性 4-1-1 倒れないまちづくりの推進 

 

 

① 倒れないまちづくりの推進   継続 

 所管部：まちづくり推進部 
事業概要 

 
■ 耐震コンサルタント＊等、専門家派遣による耐震化支援とともに、耐震診断・設計・改

修工事（木造除却含む）に係る費用の一部を助成し建築物の耐震化を促進します。 
■ 区報・区ホームページをはじめとした広報活動とともに、緊急輸送道路＊等沿道建築物

所有者への個別訪問や、イベント出展等による普及啓発を行うことで耐震改修機運の醸
成を図り、倒れない、災害に強いまちづくりに取り組みます。 

 
年度別計画 

  
活動 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 

旧耐震基準＊建築物への耐震化
支援 
【耐震コンサルタント等派遣件数、
耐震診断・工事等助成件数】 

コンサル等派遣  
253 件 

診断･工事等助成 
374 件 

コンサル等派遣  
253 件 

診断･工事等助成 
374 件 

コンサル等派遣  
253 件 

診断･工事等助成 
374 件 

新耐震基準建築物への耐震化
支援＊ 
【耐震コンサルタント等派遣件数、
耐震診断・工事等助成件数】   

コンサル等派遣 
13 件 

診断･工事等助成 
65 件 

コンサル等派遣 
13 件 

診断･工事等助成 
65 件 

コンサル等派遣 
13 件 

診断･工事等助成 
65 件 

緊急輸送道路等沿道建築物の
耐震化・普及啓発 

事業の見直し・ 
強化   

事業費（千円） 
年度別 897,721 1,004,370 1,010,710 

合計 2,912,801 
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施策 4-1 災害に強く回復しやすい減災都市の実現 
施策の方向性 4-1-2 燃えない・燃え広がらないまちづくりの推進 

 

 

◇ 災害に強いまちづくり 
令和６年１月１日に発生した能登半島地震では多くの建物が倒壊するほか、木
造住宅密集地域での火災発生等により、多くの人命を失う甚大な被害をもたら
しました。また、東京都は首都直下地震の被害想定を公表し、災害に対する備
えを喚起しています。 
区では災害への備えとして、戸建て住宅
やマンションなどの耐震化・不燃化に関
する費用の一部助成をはじめとした、
様々な支援を行っており、災害に強い安
全・安心なまちづくりを進めています。 
 

 

② 燃えない・燃え広がらないまちづくりの推進   継続 

 所管部：まちづくり推進部 
事業概要 

 
■ 羽田二・三・六丁目地区、大森中地区、補助 29 号線沿道地区では、不燃化特区制度＊

等を活用した老朽建築物の除却・建替えに要する費用の一部助成により、不燃化を促進
します。 

■ 羽田地区（羽田一丁目～六丁目）では、修復型まちづくり＊の手法により重点整備路線＊

３路線の道路拡幅整備や防災広場＊・公園等整備を進めます。 
 
年度別計画 

 
活動 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 

住宅市街地総合整備事業＊ 
【道路用地等取得延長】 70m 70m 70m 

都市防災不燃化促進事業＊ 
【事業による建替え等件数】 ３件 ２件 3 件 

不燃化特区制度を活用した取組 
【事業による建替え等件数】 30 件 30 件 30 件 

事業費（千円） 
年度別 462,993 347,331 513,211 

合計 1,323,535 

                                      
   

  

 

          

  

不燃化されたまちのイメージ □ 災害に強いまちづくり 

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/bousai_machidukuri/i
ndex.html 
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施策 4-1 災害に強く回復しやすい減災都市の実現 
施策の方向性 4-1-3 橋梁の強靱化による発災後の道路ネットワーク確保、復旧の強化 

 

 

③ 橋梁の強靱化   継続 

 所管部：都市基盤整備部 
事業概要 

 
■ 発災時における道路ネットワークの確保に対して確実性を高めるために、耐震性能の

把握を行います。 
■ 大規模地震が発生した際に、橋梁の損傷を限定的なものに留めることで、迅速な避難

を促し、速やかに機能回復が行える橋梁をめざして、耐震補強整備を行います。 
■ 老朽化の進行や、洪水への備え等も踏まえて、架替えによる耐震補強整備を行います。 
 
年度別計画 

 
活動 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 

耐震性能の把握 耐震性能照査   

既設橋梁に対する耐震補強 協議・調査・ 
設計・工事 

  

既設橋梁に対する架替整備 協議・調査・ 
設計・工事   

事業費（千円） 
年度別 717,234 1,313,567 2,110,134 

合計 4,140,935 
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施策 4-1 災害に強く回復しやすい減災都市の実現 
施策の方向性 4-1-4 多様な整備手法による無電柱化の推進 

 

 

◇ 無電柱化整備イメージ 
 

④ 無電柱化の推進    継続 

 所管部：都市基盤整備部 
事業概要 

 
■ 「都市防災機能の強化」「安全で快適な歩行空間の確保」「良好な都市景観の創出」に寄

与する、区道の無電柱化を計画に基づき推進します。 
 
年度別計画 

  
活動 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 

羽田一丁目から六丁目 
（主要第 94 号線） 

電線共同溝整備工事 
（支障移設・ 

設計・本体敷設・
道路整備） 

電線共同溝整備工事 
（支障移設・ 

設計・本体敷設） 

電線共同溝整備工事 
（支障移設・ 

設計・本体敷設） 

北千束三丁目（主要第 30 号線） 道路整備工事 ― ― 

池上四丁目（主要第 23 号線） 
電線共同溝整備工事 
（設計・支障移設・ 

本体敷設） 

電線共同溝整備工事 
（引込管・連系管・ 

本体敷設） 

電線共同溝整備工事 
（引込管・連系管） 

事業費（千円） 
年度別 690,259 534,780 389,779 

合計 1,614,818 

 
 
  （整備前） （整備後） 

電線共同溝整備工事 
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施策 4-1 災害に強く回復しやすい減災都市の実現 
施策の方向性 4-1-5 水害から命を守る高台まちづくりの推進 

 

 

◇ 高台まちづくり 
高台まちづくりとは、①建物群、②公園等公共施設、③高規格堤防を対策
メニューとし、これらを必要に応じ組みあわせながら整備し、線的・面的
につながった高台を整備していきます。 

 

【高台まちづくりのイメージ】 
資料：国土交通省ホームページ「災害に強い首都『東京』形成ビジョン」 

⑤ 水害から命を守る高台＊まちづくりの推進  継続 

 所管部：まちづくり推進部 
事業概要 

 
■ 区のハザードマップによる被害想定を踏まえ、地域別の水害危険性の分析に基づく課題

抽出や対応方針の検討を行い、高台整備の必要性の高い地区を抽出します。短期では、建
築物を利用した垂直避難＊、命を守る避難場所の確保の検討、中期では、高台の公園や建物
等を拡充した避難拠点の確保の検討、長期では、多摩川流域に高規格堤防＊を整備し、その
上を高台のまちとして再整備することを検討します。令和７年３月策定の「高台まちづく
り基本方針」に基づき、区民の生命・財産を守る高台まちづくりを推進していきます。 

 
年度別計画 

 
活動 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 

区民の生命・財産を守る 
高台避難場所の確保 
【民間施設との協定数】 

１件 １件 １件 

高台拠点（建物群、公園等）の
整備 検討   

事業費（千円） 
年度別 360 360 360 

合計 1,080 
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施 策 

4－2 
地域力を活かした防災対策の推進 

 
 めざす姿 

  
  

① 大規模災害発生時、消防・警察・自衛隊・医療関係機関等の連携により、要救助
者が救助され、病院・緊急医療救護所＊等で傷病の程度に応じた医療が提供される
とともに、区民一人ひとりが｢自らの命は自らが守る｣という意識のもと、隣近所
の協力や助けあいによって地域力が高まり、要配慮者＊を支援できる社会が実現し
ています。 

  
② 大規模災害発生時にも、全区民が安心して生活を継続できるよう、避難の形態に

かかわらず、必要とする方に支援物資が行き渡る強靱な物流体制や、生活環境の
保全と公衆衛生を確保できる災害廃棄物処理体制が構築され、１日も早い生活再
建と安定の事前対策が整っています。 

  

 
 施策の方向性 

  
① 区民の生命・身体を災害から保護する救命・救助・救護体制の構築 

 デジタル技術なども活用した区（災害対策本部）の情報収集体制を強化し、関係機
関（消防・警察・自衛隊・医療関係機関等）との高度な連携訓練の積み重ねにより、
区の指揮・統制能力の向上を図り、強靱な救命・救助・救護体制を確立します。ま
た、実災害等から得た教訓を迅速に防災対策に反映できる検証サイクルを確立し、区
民の生命・身体を災害から保護します。 

 

 

② 多くの区民が成果を共有できる普及環境の構築と防災意識の高揚 
 区の応急対策の検証と区民の声を反映することを目的とした「総合防災訓練＊」

と、地域で計画する自主防災訓練や防災に関わる各種事業を密接に連携させ、よ
り多くの区民が訓練等の成果を共有できる普及環境を構築します。 

これにより、区民一人ひとりの防災に関する意識の高揚を図り、自らの判断で
避難行動等をとれることをめざすとともに、区と地域及び事業者の連携で要配慮
者等の避難を協力して助けあえる関係づくりをめざします。 
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③ 必要な方に物資を供給できる物流体制と生活系廃棄物処理体制の構築 
 大規模災害発生時、区の備蓄を必要とされる方に供給できる備蓄管理体制を整

備するとともに、学校防災活動拠点に緊急支援物資を滞りなく届けられ、在宅避
難者＊や要配慮者＊はもとより帰宅困難者＊等にも、きめ細かに支援物資を供給でき
る強靱な物流体制を構築します。 

また、し尿や生ごみ等の生活系廃棄物を優先収集する体制を構築し、地域の集
積所や各種避難所に長期間堆積される状態を回避し、生活環境の保全と公衆衛生
を確保します。 

  

 

④ 災害ケースマネジメント＊の実施準備 
 平時から災害ケースマネジメントの実施について検討を行い、連携が想定され

る機関と顔の見える関係を構築し、事前に災害時の連携協定を締結するなど、発
災直後から円滑な連絡・調整を実施できるよう準備を進めます。 

これらの体制が整った段階で災害ケースマネジメントを地域防災計画に位置付
けるほか、デジタル技術なども活用した円滑な被災者の生活再建と、１日も早い
復興のための事前対策を推進します。 

 

 事業一覧 
  

施策の方向性 事業一覧 

4-2-1 
区民の生命・身体を災害から 
保護する救命・救助・救護体制 
の構築 

① 関係機関（消防・警察・自衛隊・医療関係機関等） 
との連携強化 

・ 水防活動拠点の維持・運用 
・ 災害時用情報システム及び防災行政無線等の維持 など 

4-2-2 
多くの区民が成果を共有できる 
普及環境の構築と防災意識の 
高揚 

② 防災意識の高揚と自ら避難行動等が判断できる 
環境づくり   

・ 学校防災活動拠点事業 
・ 小規模災害に伴う被災者支援 
・ 災害時における要支援者対策の推進 
・ 災害ボランティアの育成支援        など 

4-2-3 
必要な方に物資を供給できる 
物流体制と生活系廃棄物処理 
体制の構築 

③ 大規模災害発生時にも生活を継続できる体制の構築 
・ 備蓄倉庫管理 
・ 備蓄物品の維持管理 
・ 駅前滞留者対策 

4-2-4 
災害ケースマネジメントの 
実施準備 

④ 災害発生後の生活再建と安定のための事前対策 
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施策 4-2 地域力を活かした防災対策の推進 
施策の方向性 4-2-1 区民の生命・身体を災害から保護する救命・救助・救護体制の構築 

 

 

① 関係機関（消防・警察・自衛隊・医療関係機関等） 
との連携強化  継続 

 所管部：総務部、健康政策部 
事業概要 

 
■ 従来の図上訓練＊に加え、予想外の事態にも的確に対応できるよう、被災現場を想定し

た模擬訓練場等で、実際に関係機関が救助活動を行う実動訓練と連携することで、区の
指揮・統制能力を高める実践的な本部運営訓練を行います。 

■ 区（災害対策本部）と関係機関・協定団体との合同訓練を実施、効果検証し、顕在化し
た課題を総合防災訓練＊や地域で計画する自主防災訓練などへ反映していくことで、区の
最新の防災対策を区民へ普及するとともに、実践・検証・改善の危機管理サイクルを確立
します。 

■ 区内の医療関係機関とともに、緊急医療救護所＊及び軽症者救護所＊の開設・運営訓練を
実施することで、運営スタッフの連携とスキルアップを図ります。また、自治会・町会＊を
はじめとする地域住民の参加を募り、緊急医療救護所及び軽症者救護所の機能・役割を踏
まえた認知率の向上を図ります。 

 
年度別計画 

  
活動 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 

本部運営訓練・総合防災訓練・
地域の自主防災訓練等の連携 
【訓練動画の閲覧数】 

250 回 250 回 250 回 

緊急医療救護所及び 
軽症者救護所の開設・運営訓練 
【実施箇所数】 

19 か所 19 か所 19 か所 

事業費（千円） 
年度別 4,027 4,027 4,027 

合計 12,081 

                                    

 

 

  

◇ 本部運営訓練・総合防災訓練・地域の自主防災訓練等の連携 
 それぞれの訓練での課題等を共有していくことで危機管理サイクルを循環させます。 

 

区災害対策本部運営訓練 総合防災訓練

　　　　 連携 　　　　 連携 ・地域の自主防災訓練

　関係機関 検証項目の案出し 　各地区自治会連合会 訓練結果と ・各種会議や防災講話等

（消防・警察・自衛隊等） 課題・成果の共有 　協定締結団体ほか 成果の共有 ・区ホームページと動画

　協定締結団体

課題・改善のフィードバック
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施策 4-2 地域力を活かした防災対策の推進 
施策の方向性 4-2-2 多くの区民が成果を共有できる普及環境の構築と防災意識の高揚 

 

 

② 防災意識の高揚と自ら避難行動等が 
判断できる環境づくり 共通２ 共通３ 拡充 

 所管部：総務部、地域未来創造部 
事業概要 

 
■ 災害時の要配慮者＊対応や物資輸送、トイレ問題など、地域（自治会・町会＊）だけでは

対応しがたい災害時の課題を取り入れた総合防災訓練＊を実施し、区全体の災害時対応力
の向上につなげます。 

■ 訓練を通じて確認できた成果や課題は各種会議・講話等の場や区ホームページ等を活
用して広く共有します。 

■ マイ・タイムライン＊や在宅避難等、自助の取組の普及啓発や訓練の成果共有を通じ、
防災意識の高揚と知識の向上、行動喚起を図ります。 

 
年度別計画 

   
活動 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 

総合防災訓練 共通２ 共通３ 
【参加人数】 1,500 人 1,000 人 1,000 人 

本部運営訓練・総合防災訓練・
地域の自主防災訓練等の連携 
【訓練動画の閲覧数】 
再掲 関係機関（消防・警察・自衛隊・ 
医療関係機関等）との連携強化（4-2-1） 

250 回 250 回 250 回 

防災意識高揚事業 推進   

事業費（千円） 
年度別 37,357 37,357 37,357 

合計 112,071 
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施策 4-2 地域力を活かした防災対策の推進 
施策の方向性 4-2-3 必要な方に物資を供給できる物流体制と生活系廃棄物処理体制の構築 

 

 

③ 大規模災害発生時にも生活を継続できる体制の構築   拡充 

 所管部：総務部、資源環境部 
事業概要 

 
■ 災害時の物流を担う倉庫や防災備蓄品において、災害時物流最適化計画に基づき、在宅

避難者＊や要配慮者＊はもとより帰宅困難者＊等にも、きめ細かに支援物資を供給できる物
流体制を構築します。 

■ 区民の生活環境の保全や公衆衛生上の支障を防止するとともに、早期の復旧・復興を
めざすことを目的とし、大田区災害廃棄物処理計画＊に基づき、民間事業者と役割を確認
し、廃棄物を適正に処理する体制を整備します。 

 
年度別計画 

 
活動 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 

災害時の強靱な物流体制の構築 推進   

大田区災害廃棄物処理計画 
体制整備 協議   

事業費（千円） 
年度別 105,133 88,026 88,026 

合計 281,185 
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施策 4-2 地域力を活かした防災対策の推進 
施策の方向性 4-2-4 災害ケースマネジメントの実施準備 

 

 

④ 災害発生後の生活再建と安定のための事前対策   継続 

 所管部：企画経営部、総務部 
事業概要 

 
■ 弁護士や司法書士など専門性を持つ関係機関・民間団体と「災害ケースマネジメント＊」

に向けた協議を進め、平時から顔の見える関係を構築します。 
 
年度別計画 

 
活動 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 

災害ケースマネジメントの 
実施準備 
【関係機関等との協議数】 

４団体 ５団体 ６団体 

事業費（千円） 
年度別 ― ― ― 

合計 ― 

※ 事業費が生じない主要事業 
  
 
 

◇ 災害ケースマネジメント 
被災者一人ひとりの被災状況や生活状況の課題等を個別の相談等により把握した上で、
必要に応じ専門的な能力を持つ関係者（関係機関・民間団体）と連携しながら、被災者
の課題等の解消に向けて継続的に支援することにより、被災者の自立・生活再建が進む
ようにマネジメントする取組のことです。 

内閣府は令和６年度より関係
団体で構成される「災害ケー
スマネジメント全国協議会」
を設置しました。全国レベル
の関係団体で連携を図ること
で、各地域での関係者の平時
からの連携を後押しします。 

 

 

 

資料：内閣府「災害ケースマネジメント全国協議会（第１回）」抜粋 

 

顔の見える関係 
知見の共有 

役割の相互理解 
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施 策 

4－3 
治安がよい美しいまちの実現 

 
 めざす姿 

 
  

① 地域団体、関係機関と連携して犯罪を許さないまちづくりを推進するとともに、
区民に防犯対策が普及・浸透することにより、防犯意識が高まり、区民の安全・
安心が実現されています。 

  
② 区民一人ひとりの消費者力＊が高まり、悪質商法などによる消費者被害が防止され

ています。 

  
③ 分煙環境の整備が進み、区民や地域団体等の様々な主体が自主的に美化活動に取

り組んでいる清潔で美しいまちが実現しています。 
  

 
 施策の方向性 

 
① 地域団体及び関係機関との連携・協力による区民の安全・安心の確保 

 区民が安全・安心に暮らせるまちを実現するために、地域団体による自主防犯
活動などを支援し、積極的な情報交換等を通じて警察をはじめとした関係機関と
の連携をより強固にします。また区民の防犯意識を高めることで、社会全体で犯
罪を許さないまちをつくり、体感治安＊の向上を図ります。 

 

 

② 特殊詐欺被害、消費者被害防止に向けた取組の強化 
 特殊詐欺に対して有効な対策ツールである自動通話録音機の普及活動及び特殊

詐欺被害、消費者被害防止対策に関する広報啓発活動を推進し、被害防止や解決
に向けた対応力向上を図ります。 

また、インターネットを通じた犯罪、消費者トラブルに巻き込まれやすい若者
や高齢者などに対する家族や地域による見守りを促進します。 

 

 

③ 喫煙対策及び環境美化の推進 
 喫煙する人としない人が共存できる環境の実現に向け、喫煙マナーを周知徹底

するとともに、分煙環境の整備など総合的な取組を推進します。 
また、区民や地域団体等の様々な主体による自主的な美化活動を支援し、地域

の美化を推進します。 
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 事業一覧 
 

施策の方向性 事業一覧 

4-3-1 
地域団体及び関係機関との 
連携・協力による 
区民の安全・安心の確保 

① 体感治安の向上 
・ 自転車盗難対策の推進 
・ 客引き・客待ち防止対策 
・ 街路灯新設・改良・維持 

4-3-2 
特殊詐欺被害、消費者被害防止に
向けた取組の強化 

② 特殊詐欺対策の推進 

③ 消費者力の向上 

4-3-3 
喫煙対策及び環境美化の推進 

④ 屋外における喫煙対策の推進 
・ 地域美化活動の支援 
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施策 4-3 治安がよい美しいまちの実現 
施策の方向性 4-3-1 地域団体及び関係機関との連携・協力による区民の安全・安心の確保 

 

 

① 体感治安＊の向上 共通１ 継続 

 所管部：総務部 
事業概要 

 
■ 犯罪抑止効果が高い防犯カメラの設置・維持管理等に係る経費の一部を自治会・町会＊、

商店街等の地域団体へ助成し、犯罪が発生しない地域をつくります。 
■ 青色回転灯装備車＊によるパトロールを下校時間帯だけではなく、登校時間帯にも拡充

するのに加え、日中は無人ＡＴＭの警戒も併せて行うことで、治安がよいまちづくりを
進めます。 

■ 防犯・防災等に関する情報を迅速に区民へ届けるため、区民安全・安心メールサービス
の配信システムを強化します。 

 
年度別計画 

 
活動 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 

防犯カメラの設置・維持管理等
に係る経費助成 実施   

青色回転灯装備車による 
パトロール 共通１ 実施   

区民安全・安心メールサービス 
共通１ 実施   

事業費（千円） 
年度別 189,333 189,333 189,333 

合計 567,999 
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施策 4-3 治安がよい美しいまちの実現 
施策の方向性 4-3-2 特殊詐欺被害、消費者被害防止に向けた取組の強化 

 

 

② 特殊詐欺対策の推進   継続 

 所管部：総務部 
事業概要 

 
■ 防犯講話やＤＶＤ上映会、大規模講演会などの区内イベント等を通じて特殊詐欺につ

いて啓発活動を行うほか、おおむね 65 歳以上の区民を対象に自動通話録音機を無料で貸
与するなどして、特殊詐欺による被害を防止します。 

 
年度別計画 

 
活動 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 

特殊詐欺被害防止啓発 実施   

自動通話録音機の無料貸与事業 
【自動通話録音機の貸与台数】 3,000 台 3,000 台 3,000 台 

事業費（千円） 
年度別 7,661 7,661 7,661 

合計 22,983 
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施策 4-3 治安がよい美しいまちの実現 
施策の方向性 4-3-2 特殊詐欺被害、消費者被害防止に向けた取組の強化 

 

 

③ 消費者力＊の向上   継続 

 所管部：地域未来創造部 
事業概要 

 
■ 安全・安心かつ豊かな消費生活を送るための講座を実施するとともに、区内自主グル

ープが行う学習会に講師を派遣します。また、消費者生活センター内に設置している資
料コーナー・展示場では消費者が消費者問題について学び判断できる力を養うため、消
費生活に関する展示及び、図書、ＤＶＤ、資料等の閲覧・貸出を行います。さらに、消費
者問題を広くＰＲし、消費者問題を考える展示・発表の場として区内の消費者団体との
共催により生活展を開催します。 

■ 巡回・出張啓発等により、消費者トラブル事例と対策及び消費者生活センターを周知
します。また、関係機関や地域との連携により見守り体制を構築します。 

■ 相談員向けの研修実施によりスキルアップを図り、複雑な案件や新手の相談にも対応
可能な体制を確保することで、消費者被害の解決及び再被害の発生を防止します。 

 
年度別計画 

 
活動 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 

消費者に役立つ情報の提供 
【講座等の延べ受講者数、資料 
コーナー・展示場の延べ閲覧者数
及び生活展延べ参加者数】 

8,600 人 8,800 人 8,900 人 

消費者被害防止のための啓発 
【巡回・出張啓発等延べ参加者数】 2,000 人 2,100 人 2,200 人 

消費者相談・消費者被害救済の
充実 
【相談員の研修受講回数】 

49 回 50 回 51 回 

事業費（千円） 
年度別 11,406 11,406 11,406 

合計 34,218 
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施策 4-3 治安がよい美しいまちの実現 
施策の方向性 4-3-3 喫煙対策及び環境美化の推進 

 

 

④ 屋外における喫煙対策の推進   継続 

 所管部：資源環境部 
事業概要 

 
■ 民間による公衆喫煙所の設置及び維持管理に係る経費に対し助成を行います。 
■ 喫煙する人としない人が共存できる環境を実現するため、巡回指導による条例の周知・

啓発や喫煙禁止重点対策地区＊における路上喫煙者等の定点調査を実施します。 
 
年度別計画 

 
活動 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 

公衆喫煙所整備及び運用 
【民設民営の公衆喫煙所設置数】 ２か所 ２か所 ２か所 

喫煙マナー等指導・啓発 実施   

事業費（千円） 
年度別 93,412 93,412 93,412 

合計 280,236 
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施 策 

4－4 
地域の魅力を活かした拠点づくり 

 
 めざす姿 

 
  

① 地域特性を踏まえながら、限られた空間を最大限有効に活用した魅力的な都市づ
くりが進んでいます。また、拠点駅では交通結節点＊や憩いの場となる駅前広場
等、安全・安心かつ快適で利便性の高い都市空間が計画的に整備されています。 

  

 
 施策の方向性 

 
① 蒲田駅周辺のまちづくり 

 羽田空港を擁するポテンシャルを最大限に活かし、関係事業者と連携を図りな
がら、新空港線＊整備と連動した蒲田駅周辺の都市基盤施設整備（東西駅前広
場・東西自由通路など）やまちの機能更新を一体的に進めます。また、蒲田駅及
び京急蒲田駅周辺では、地区計画や都市開発諸制度など、まちづくりの様々な手
法を活用しながら、建築物の共同化＊・再開発等を促進し、土地の高度利用＊と市
街地の更新を図ります。 

 

 

② 大森駅周辺のまちづくり 
 中心拠点の一つである大森駅周辺のまちの機能更新・強化を図るとともに、歴

史・文化、景観などまちの魅力を向上させるため、補助線街路第 28 号線（池上
通り）の拡幅をはじめとする、都市基盤施設整備実現に向けた取組を進めます。
また、臨海部への玄関口に必要な機能の検討を深めるとともに、地域住民等との
合意形成を図ります。 

 

 

③ 身近な地域の魅力づくり 
 下丸子駅周辺地区では、下丸子１号、２号踏切の法指定踏切＊対策について、駅周

辺のまちづくりとともに、踏切解消に向けた取組を推進します。池上駅周辺地区、洗
足池駅周辺地区、平和島駅周辺地区ではグランドデザイン＊等に掲げる将来像の実現
に向け、地域とともにまちづくりに取り組み、まちの魅力や機能向上を図ります。 
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 事業一覧 
 

施策の方向性 事業一覧 
4-4-1 

蒲田駅周辺のまちづくり ① 蒲田駅周辺のまちづくり 

4-4-2 
大森駅周辺のまちづくり ② 大森駅周辺のまちづくり 

4-4-3 
身近な地域の魅力づくり 

③ 身近な地域の魅力づくり 
（下丸子駅周辺地区・平和島駅周辺地区のまちづくり） 

・ 池上駅周辺地区のまちづくり 
・ 洗足池駅周辺地区のまちづくり 
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施策 4-4 地域の魅力を活かした拠点づくり 
施策の方向性 4-4-1 蒲田駅周辺のまちづくり 

 

 

① 蒲田駅周辺のまちづくり   継続 

 所管部：鉄道・都市づくり部、都市基盤整備部 
事業概要 

 
■ 放置自転車の低減と自転車利用環境の向上を目的として、駅前広場地下へ自転車駐車

場を整備します。 
■ 利便性・快適性の高い交通結節点＊としての都市基盤等の整備を促進します。 
■ 地区特性を踏まえた駐車場適正配置の実現に向け、地域ルール（（仮称）蒲田地区駐車

場地域ルール）を策定します。 
■ 建築物の共同化＊・再開発等を促進します。 
 
年度別計画 

 
活動 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 

蒲田駅東口地下自転車駐車場
整備工事 整備   

蒲田駅周辺地区の中長期整備 関係者調整・ 
実施   

駐車場の適正配置 地域ルール策定・ 
運用組織設立調整 

地域ルールの運用・ 
整備状況の把握 

 

建築物の共同化・再開発等の支援
（蒲田駅及び京急蒲田駅） 協議・支援   

事業費（千円） 
年度別 3,112,673 7,823,138 7,601,381 

合計 18,537,192 

 
 ◇ 蒲田駅周辺地区グランドデザイン 

区の中心拠点である蒲田駅周辺におけ
る快適で安全な都市活動を支えるため、
公共基盤の再整備や周辺街区の建物更
新の促進など「蒲田駅周辺地区グランド
デザイン」及び「蒲田駅周辺再編プロジ
ェクト（令和７年度改定）」に基づき、
新空港線第一期整備の開業を見据えな
がら蒲田駅周辺の一体的なまちづくり
を進めます。 

□ VR でみる蒲田駅周辺のまちづくり
https://youtu.be/IM60CVGX6-U 

 

JR 蒲田駅東口（将来イメージ） 
□ 蒲田駅周辺地区グランドデザイン 

https://www.city.ota.tokyo.jp/seik
atsu/sumaimachinami/machizuku
ri/ekishuuhen/kamata/kamatagra
nddesignkaitei/index.html 
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施策 4-4 地域の魅力を活かした拠点づくり 
施策の方向性 4-4-2 大森駅周辺のまちづくり 

 

 

② 大森駅周辺のまちづくり   継続 

 所管部：鉄道・都市づくり部 
事業概要 

 
■ 都市計画＊事業である補助線街路第 28 号線（池上通り）及び大森駅西口広場の工事着

手に向けて、関係機関等との協議、地元の合意形成、必要な調査と予備設計を実施しま
す。 

■ 駅西側の整備の進捗に合わせて、関係者・事業者等との意見交換等も行いながら駅周
辺の一体的なまちづくりを進めます。 

 
年度別計画 

 
活動 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 

都市計画道路幹線街路補助線
街路第 28 号線整備事業 調査・設計   

都市計画交通広場第 12 号 
大森駅西口広場整備事業 意見収集・検討 調査・設計  

大森駅周辺地区まちづくりの促進 調査・検討 意見収集・検討  

事業費（千円） 
年度別 69,830 95,281 92,457 

合計 257,568 

  
 
 
 

大森駅周辺地区グランドデザイン 

◇ 大森駅周辺地区グランドデザイン 
快適な駅前空間の実現をめざし、
「大森駅周辺地区グランドデザイ
ン」において公共基盤整備の重点と
している補助線街路第 28 号線（池
上通り）の拡幅や大森駅西口広場の
整備を行います。あわせて、東口に
ついては臨海部への玄関口として
のまちの活性化を図ります。 

 
 

 

駅西側の整備計画 

□ 大森駅周辺地区グランドデザイン 

https://www.city.ota.tokyo.jp/kusei
joho/ota_plan/kobetsu_plan/suma
i_machinami/grand_design/oomori
_grand_design/grandesign.html 
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施策 4-4 地域の魅力を活かした拠点づくり 
施策の方向性 4-4-3 身近な地域の魅力づくり 

 

 

③ 身近な地域の魅力づくり 
（下丸子駅周辺地区・平和島駅周辺地区のまちづくり）          拡充 

 所管部：鉄道・都市づくり部 
事業概要 

 
■ 下丸子については、令和８年３月策定の「下丸子駅周辺地区グランドデザイン＊」に基づ

いて、立体交差化＊と一体的な駅周辺のまちづくりを進めます。 
■ 下丸子１号、２号踏切の立体交差化の手法を含めた駅周辺の都市基盤整備の都市計画＊

決定に向け、令和８年３月策定の「下丸子駅周辺地区都市基盤整備方針」に基づいて、関
係機関との協議を進めます。 

■ 平和島については、令和７年３月策定の「平和島駅周辺地区グランドデザイン」に基づ
いて、公民連携によりまちづくりを進めます。 

■ 平和島駅前において課題となっている歩行者環境改善対策に向けて取組を進めます。 
 
年度別計画 

 
活動 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 

下丸子駅周辺地区まちづくりの促進 意見収集・検討   

下丸子１号、２号踏切の 
抜本的な対策 

調査に向けた 
関係機関との協議 調査  

平和島駅周辺地区まちづくりの促進 調査・検討  意見収集・検討 

平和島駅前の歩行者環境改善対策 関係者調整・検討 設計 工事 

事業費（千円） 
年度別 69,458 118,087 130,963 

合計 318,508 
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施策 4-4 地域の魅力を活かした拠点づくり 
施策の方向性 4-4-3 身近な地域の魅力づくり 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 下丸子駅周辺地区グランドデザイン 
 
 
 

下丸子駅周辺地区では、平成
29 年に踏切道改良促進法に
より指定された下丸子１号、
２号踏切の解消を駅周辺の
まちづくりと一体的に検討
します。令和８年３月に策定
した「下丸子駅周辺地区グラ
ンドデザイン」及び「下丸子
駅周辺地区都市基盤整備方
針」に基づき、具体的な取組
を進めていきます。 

 

 

空港につながり
職・住・憩い・にぎわいが集まるまち
～新たな価値を生み出すまち・クリエイティブタウン～

□ 下丸子駅周辺地区 

https://www.city.ota.tokyo.jp/s
eikatsu/sumaimachinami/mach
izukuri/ekishuuhen/simomaruk

◇ 平和島駅周辺地区グランドデザイン 
 
平和島駅周辺地区の様々な
課題を地域住民や関係事業
者と共有し、地区の特色を活
かした誰もが住み続けられ
るまちづくりに連携して取
り組むための指針として、
「平和島駅周辺地区グラン
ドデザイン」を策定しまし
た。将来像の実現に向けて５
つの方針に基づいた具体的
な取組を進めていきます。 

 

□ 平和島駅周辺地区グランドデザイン 

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/
sumaimachinami/machizukuri/ekishuu
hen/heiwajimaeki/grand-design.html 

平和島駅周辺地区グランドデザインの 
対象エリア 

下丸子駅周辺地区グランドデザインの
対象エリア 
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施 策 

4－5 

誰もが移動しやすく利便性の高い 
多様な交通ネットワークの形成 

 
 めざす姿 

 
  

① 新空港線＊整備に向けた機運が高まっており、第一期整備（矢口渡～京急蒲田間）
の工事が着実に進められています。 

  
② 公共交通不便地域＊への対策が進むとともに、こどもから高齢者まで区民誰もが、

安全・安心・快適に利用できる交通ネットワークが形成されています。 

  
③ 区民・事業者・区が、ハード・ソフト両輪によるバリアフリー＊整備を進めること

で、「移動しやすいみち、使いやすい施設でみたされる街」になっています。 
  

 

 施策の方向性 
 

① 新空港線の整備促進 
 ＪＲ・東急蒲田駅と京急蒲田駅を結ぶ新空港線の第一期整備に向け、羽田エア

ポートライン株式会社＊の取組を支援するとともに、京急蒲田駅から先の第二期
整備に向けた検討を進めます。 

 

 

② 区内公共交通の改善 
 電車やバスなどの既存公共交通の利便性向上を図るとともに、次世代モビリティ＊

など、多様な移動サービスとの連携を推進することで、実証実験等の結果も踏まえ
区内公共交通の改善を進めます。 

 

 

③ 広域的な道路ネットワークの整備推進 
 広域連携軸＊を構成する幹線道路のうち、事業中区間の都市計画＊道路の早期完

成と未整備区間の早期解消を図り、他区・隣接県を広域的に連絡する道路ネット
ワークの形成を進めます。 

 

 

④ 誰もが安全で快適に自転車を利用できる環境の整備 
 自転車を安全で快適に利用できるようにするための自転車ネットワーク整備につ

いて、これまでの整備に対する効果検証を踏まえ、今後の方向性について検討しま
す。あわせて、関係機関と連携しながら、未整備の都市計画道路や国道・都道等に
おける自転車ネットワークのミッシングリンク＊解消をめざします。 
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⑤ 街なかのバリアフリー＊化の推進 
 区におけるまちづくりの動向を踏まえ、鉄道や公共施設等の高齢者・障がい者

等が利用する施設や経路を対象に、区全域の面的・一体的なバリアフリー化の推
進を図ります。 

 
 事業一覧 

 
施策の方向性 事業一覧 

4-5-1 
新空港線の整備促進 ① 新空港線の整備促進事業 

4-5-2 
区内公共交通の改善 

② 区内公共交通の改善 
・ エイトライナーの整備促進事業 
・ コミュニティバスの運行支援事業 

4-5-3 
広域的な道路ネットワークの 
整備推進 

③ 都市計画道路の整備 

・ 都市計画道路の方針策定 

4-5-4 
誰もが安全で快適に自転車を 
利用できる環境の整備 

・ 自転車走行環境の整備 

4-5-5 
街なかのバリアフリー化の推進 

④ バリアフリーによるまちづくりの推進 
・ 大森駅におけるバリアフリーの推進 
・ 大森駅歩道橋等維持管理 
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施策 4-5 誰もが移動しやすく利便性の高い多様な交通ネットワークの形成 
施策の方向性 4-5-1 新空港線の整備促進 

 

 

① 新空港線＊の整備促進事業  継続 

 所管部：鉄道・都市づくり部 
事業概要 

 
■ 新空港線第一期整備について、事業化及び事業着手に向け整備主体を支援します。 
■ 新空港線第二期整備に向けた検討及び関係者調整を行います。 
■ 新空港線事業について、区民のより一層の理解を目的とした周知活動を展開します。 
 
年度別計画 

 
活動 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 

整備主体の支援 実施   

第二期整備の検討 検討   

事業の周知活動 
【区内の地域イベント等における
事業ＰＲの回数】 

５回 ５回 ５回 

事業費（千円） 
年度別 180,272 119,272 119,272 

合計 418,816 

 
  
 
 

◇ 新空港線（蒲蒲線） 
新空港線は、交通政策審議会答申第 198 号において、都内で「進めるべき」と
示された６路線のうちの１路線であり、ＪＲ・東急蒲田駅と京急蒲田駅の約
800m を鉄道で結ぶことにより、区内の移動利便性が向上するとともに、沿線
まちづくりを併せて進めることで地域の活性化につながります。 
また、羽田空港と渋谷・新宿・池袋・川越・所沢・和光市などの都市とがつな
がり、広域的な鉄道ネットワークが形成され、東京の国際競争力の強化に寄与
します。 

 

 

□ 新空港線（蒲蒲線）メインページ 

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikat
su/sumaimachinami/koutsu/kamak
amasen/shinkukosen-main.html 

新空港線（蒲蒲線）整備イメージ 
資料：大田区鉄道沿線まちづくり構想 
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施策 4-5 誰もが移動しやすく利便性の高い多様な交通ネットワークの形成 
施策の方向性 4-5-2 区内公共交通の改善 

 

 

◇ 自動運転のレベル区分 
 

② 区内公共交通の改善 共通３ 継続 

 所管部：まちづくり推進部 
事業概要 

 
■ 路線バスなどの既存交通を補完し、現行の手法のみならず多様な交通手段を組みあわ

せた地域に即した交通サービスを構築し、公共交通不便地域＊の改善を図ります。 
■ 内陸部、空港臨海部における自動運転社会実装に向けた実証実験を行います。また、実

証実験を継続的に行うことで、自動運転に対する課題の解決を図り、区内交通の更なる
利便性向上や他地域へ横展開可能な次世代交通モデル＊を確立します。 

 
年度別計画 

 
活動 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 

公共交通不便地域の改善 事業展開   

自動運転バスの実証実験 共通３ 計画策定 検討・調整  

事業費（千円） 
年度別 12,811 12,811 12,811 

合計 38,433 

 
  

 
監視区分 自動運転

レベル 内 容 

システムに 
よる監視 

レベル５ 完全自動運転 

レベル４ 特定条件下における完全自動運転 
例：走行ルートなど決められた場所での無人運転など 

レベル３ 条件付自動運転（条件外では運転者が安全確保） 

ドライバーに
よる監視 

レベル２ 
特定条件下における自動運転機能 
例：高速道路での自動運転モード機能、 
  （運転者の監視の下）自動で車線変更など 

レベル１ 

運転支援（システムが前後・左右いずれかの車両制御
を実施） 
例：自動ブレーキ、前の車に付いて走る、 

車線からはみ出さない 
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施策 4-5 誰もが移動しやすく利便性の高い多様な交通ネットワークの形成 
施策の方向性 4-5-3 広域的な道路ネットワークの整備推進 

 

 

◇ 安全で快適な道路及び無電柱化に伴う防災都市の実現をめざした 
都市計画道路（補助線街路）整備 

 
（整備後） （整備前） 

都市計画道路整備状況【補助線街路第 38 号線（南北路線）】 

③ 都市計画＊道路の整備  継続 

 所管部：まちづくり推進部、都市基盤整備部 
事業概要 

 
■ 都市計画に関する基本的な方針である「大田区都市計画マスタープラン」に基づき、主

要幹線道路間の円滑化を図り、安全で快適な歩行者空間や自転車等の走行環境を確保す
るため、国道や都道も含めた街路整備を推進し、他区や隣接県を広域的に連絡する道路
ネットワークの形成を進めます。 

 
年度別計画 

 
活動 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 

補助線街路第27号線の整備推進 
電線共同溝＊ 

整備工事 
（引込管・連系管） 

電線共同溝 
整備工事 

（入線・抜柱） 
 

補助線街路第 34 号線（Ⅰ期）
の整備推進 用地折衝   

補助線街路第 38 号線 
（南北路線）の整備推進 

電線共同溝 
整備工事 

（引込管・連系管） 
  

補助線街路第 43 号線（Ⅰ期）
の整備推進 

電線共同溝 
整備工事 

（引込管・連系管） 
  

補助線街路第 44 号線（Ⅴ期）
の整備推進 

用地折衝   

区画街路第７号線（交通広場）
の整備推進 

詳細設計 
事業内容見直し   

事業費（千円） 
年度別 1,416,672 942,797 941,408 

合計 3,300,877 
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施策 4-5 誰もが移動しやすく利便性の高い多様な交通ネットワークの形成 
施策の方向性 4-5-5 街なかのバリアフリー化の推進 

 

 

◇ 大田区移動等円滑化促進方針・大田区バリアフリー基本構想の目標とそれぞれの役割 
 

④ バリアフリー＊によるまちづくりの推進  継続 

 所管部：まちづくり推進部 
事業概要 

 
■ バリアフリー法に基づき、「大田区移動等円滑化促進方針」及び「大田区バリアフリー

基本構想」を改定・推進し、区全域を対象とした移動等円滑化の考え方を示すとともに、
重点整備地区を指定することで、特定事業としてバリアフリー整備の進捗を管理しなが
ら街なかの移動等円滑化を推進します。 

 
年度別計画 

  
活動 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 

重点整備地区の指定 
【指定地区数】 ３地区 ４地区 ４地区 

事業費（千円） 
年度別 14,444 14,444 5,226 

合計 34,114 

 
 
 

大田区の移動等円滑化（総括図） 
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施 策 

4－6 
誰もが快適に暮らし過ごせる都市基盤と住環境の整備 

  
 めざす姿 

  
  

① 生活に密着した道路や狭あい道路＊の整備が進むとともに、橋梁の劣化や損傷の
発生がデジタル技術の活用等により予測・予防されており、いつでも、誰もが
安全・安心に過ごせる快適な市街地が形成されています。 

  
② 生活様式の多様化や社会情勢の変化に適応しながら既存住宅の良質化が進み、誰

もが安心して住み続けられる住環境が整備されています。また、空家等＊が所有者
やその関係者により適切に管理されています。 

  
③ 誰もが正しく交通ルールやマナーを守っています。また、自転車等駐車場が適切

に整備され、放置自転車が無く安全かつ快適に自転車が利用できるまちになって
います。 

  

 

 施策の方向性 
 

① 生活道路等の整備 
 ユニバーサルデザイン＊のまちづくりの視点を踏まえ、日常生活に密着した道路の

整備や維持管理、狭あい道路の拡幅等を推進することで、区民の歩行のみならず、
日常的に車が利用しやすく、緊急車両の通行も確保された環境を整備します。 

 

 

② 新技術等を活用した予防保全型の橋梁の維持管理 
 区が管理する橋梁に対して新技術やデジタル技術を活用した点検や管理を段階

的に導入します。また、橋の構造や環境条件、定期点検結果や耐震性能等を踏ま
えて、予防保全の手法を選定することで、橋梁の健全性の維持向上を図ります。 

 

 

③ 安心で快適な住環境の確保 
 住宅の長寿命化や分譲マンションの維持管理の支援を進め、長期にわたり使い

続けられる住まいの「質」の確保を推進します。また、民間賃貸住宅への入居に
課題がある住宅確保要配慮者＊に寄り添い、民間賃貸住宅への入居が円滑にでき
るよう、住宅確保に向けた支援を推進します。 
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④ 空家等＊対策の推進 
 区民等への啓発活動や所有者等を対象とした相談体制を充実させるなど、適正

に管理されていない空家等の発生を予防するとともに、早期の働きかけにより管
理不全空家＊や特定空家＊の発生を抑止します。また、空家等を地域資源として捉
え、公益的に活用する取組を促進します。 

 

 

⑤ 年齢層に合わせた交通安全教育機会の充実 
 交通安全教育は、年齢層ごとに学ぶべき交通ルールが異なりますが、高校生や

社会人においては十分な環境が整っていないことから、こうした年齢層にも交通
安全教育を受ける機会を充実し、また既に取り組んでいるこどもや高齢者への交
通安全教育については、コンテンツの充実を図りながら今後も継続していきま
す。 

 

 

⑥ 自転車等利用総合対策の推進 
 自転車等駐車場の利用状況や、放置自転車の状況などに基づき将来需要予測を

行い、時代の移り変わりに適切に対応した柔軟性のある駐輪環境の整備を進めま
す。また、蒲田駅東口地下自転車駐車場の整備を契機とした指定管理者制度＊の
導入の検討や、デジタル技術の活用等により放置自転車対策を強化します。さら
に、安全かつ快適に自転車を利用できる仕組みづくりなどを行い、自転車等利用
総合対策を推進します。 
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 事業一覧 
 

施策の方向性 事業一覧 

4-6-1 
生活道路等の整備 

・ 道路の維持管理 
・ 公衆便所の維持管理 
・ 公共下水道枝線建設 
・ 河川維持管理 
・ 公共溝渠

こうきょ

維持管理 
・ 地域の道路整備 

4-6-2 
新技術等を活用した 
予防保全型の橋梁の維持管理 

① 橋梁の長寿命化修繕整備、橋梁点検 

・ 橋梁の補修 

4-6-3 
安心で快適な住環境の確保 

・ 安全で快適な住まいづくりの推進 
・ 区営・区民住宅の維持管理 
・ 違反看板、不法広告物除去事業 
・ 建築基準法に基づく確認審査、許可認定等 
・ 都市計画法に基づく開発の許可、地区計画の審査等 など 

4-6-4 
空家等対策の推進 ② 空家等対策の推進 

4-6-5 
年齢層に合わせた 
交通安全教育機会の充実 

・ 交通安全の推進 

4-6-6 
自転車等利用総合対策の推進 ③ 自転車等利用総合対策の推進 
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施策 4-6 誰もが快適に暮らし過ごせる都市基盤と住環境の整備 
施策の方向性 4-6-2 新技術等を活用した予防保全型の橋梁の維持管理 

 

 

① 橋梁の長寿命化修繕整備、橋梁点検 共通３ 継続 

 所管部：都市基盤整備部 
事業概要 

 
■ 道路法及び橋梁長寿命化修繕計画に基づき、区が管理する橋梁に対して５年に一度の

定期点検を実施し、計画的に修繕を行います。 
■ 生活基盤を支えるインフラの重要性に対する理解促進のための活動と、予防保全によ

る維持管理の縮減を図るための区民協働に取り組みます。 
■ 人口減少や社会保障費の増大等の外部環境の変化を踏まえ、これまでの管理により蓄

積した情報をデジタルデータに置き換え、ＡＩ＊技術を用いて損傷の確認や発生などを予
測することで、持続可能な維持管理手法を検討し、実装します。 

 
年度別計画 

 
活動 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 

橋梁の修繕 
【修繕した橋梁数】 １橋 １橋 １橋 

区民協働による橋梁点検の実施
共通３ 
【活動数】 

２回 ２回 ２回 

新技術やデジタル技術を活用した
維持管理手法の実装 共通３ 
【新技術やデジタル技術を活用 
した橋梁数】 

５橋 ５橋 ５橋 

事業費（千円） 
年度別 412,411 458,315 300,399 

合計 1,171,125 
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施策 4-6 誰もが快適に暮らし過ごせる都市基盤と住環境の整備 
施策の方向性 4-6-4 空家等対策の推進 

 

 

② 空家等＊対策の推進  継続 

 所管部：まちづくり推進部 
事業概要 

 
■ 区民等への啓発活動や所有者等を対象とした相談体制を充実させるなど、空家等の発

生を予防するとともに、適切な維持・管理ができるよう助言・指導を行います。 
■ 空家等の地域貢献活用を進めるため、所有者と利用希望者のマッチングを促進します。 
 
年度別計画 

 
活動 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 

住宅・空家相談窓口・空家総合相談会 
【空家等の維持管理に関する相談件数】 660 件 670 件 680 件 

適切に維持・管理されていない
空家等への改善指導等 
【改善依頼文書の発出件数】 

170 件 170 件 170 件 

空家等地域貢献活用事業＊ 
【空家所有者及び利用希望者の 
新規登録件数】 

９件 ９件 ９件 

事業費（千円） 
年度別 36,574 26,132 26,132 

合計 88,838 
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施策 4-6 誰もが快適に暮らし過ごせる都市基盤と住環境の整備 
施策の方向性 4-6-6 自転車等利用総合対策の推進 

 

 

③ 自転車等利用総合対策の推進  継続 

 所管部：都市基盤整備部 
事業概要 

 
■ 放置自転車管理システムの更新やコールセンターの導入等により、効果的・効率的な

放置自転車対策を推進し、区内各駅の周辺環境を向上します。 
■ 放置自転車の低減と自転車利用環境の向上を目的として、蒲田駅東口駅前広場地下に

自転車駐車場を整備します。 
■ 各駅の自転車等駐車場の需要予測に基づき、自転車等駐車場の計画的な改修・整備等

を検討・実施するとともに、既存施設の利便性向上に向けた取組を進めます。 
■ 環境にやさしく、機動性が高い自転車を、安全かつ快適に楽しみながら活用できる仕

組みづくりを推進します。 
 
年度別計画 

 
活動 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 

効果的・効率的な放置自転車 
対策の推進 

実施   

蒲田駅東口地下自転車駐車場
整備工事 
再掲 蒲田駅周辺のまちづくり（4-4-1） 

整備   

自転車等駐車場における 
利用者サービスの向上 
【デジタル化対応率】 

81％ 84％ 86％ 

自転車活用の推進 推進   

事業費（千円） 
年度別 1,716,419 1,748,366 1,731,120 

合計 5,195,905 

※ 再掲の活動の事業費は再掲元で計上 
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施 策 

4－7 
世界と日本をつなぐ空港臨海部のまちづくり 

  
 めざす姿 

 
  

① 埋立島部＊や羽田空港等からなる空港臨海部の「東西軸」「南北軸」「周遊軸」の交
通網が強化・形成され、産業・観光・レジャー・自然が調和したまちづくりが進
んでいます。 

  
② 空港に隣接し、みどり＊と水辺に囲まれた立地を活かした、多様な人々が行き交う新

産業創造・発信拠点として、世界とつながるまち「HANEDA
ハ ネ ダ

 GLOBAL
グ ロ ー バ ル

 WINGS
ウ イ ン グ ズ

＊」

が形成されています。 
  

 
 施策の方向性 

 
① 移動しやすく、働く場所・遊ぶ場所として魅力ある空港臨海部の形成 

 内陸部と臨海部における交通アクセス改善のため、次世代モビリティ＊の導入検討
を進めるとともに、国道 357 号線の立体化及び多摩川トンネルなどの整備を促進し
ます。また、「産業資源」などを活用した観光や、既存の公園や海域にレジャー環境
の整備等を進めることで、空港臨海部の「働く場」「遊ぶ・憩う場」としての魅力を
高めます。 

 

 

② HANEDA GLOBAL WINGS のまちづくり 
 羽田空港に隣接する HANEDA GLOBAL WINGS の特性を最大限に活用し、公園

やソラムナード羽田緑地等において、民間活力を活かして、多様な人々を呼び込む
魅力的なまちづくりを進め、憩いとにぎわいを創出します。また、羽田空港跡地＊

第１ゾーンを世界と地域をつなぐゲートウェイとして、国内外に日本のものづくり
技術や日本各地域の魅力を発信する「新産業創造・発信拠点」の形成を進めます。 
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 事業一覧 
 

施策の方向性 事業一覧 

4-7-1 
移動しやすく、働く場所・遊ぶ場所
として魅力ある空港臨海部の形成 

① 内陸部と臨海部における交通アクセスの向上 

4-7-2 
HANEDA

ハ ネ ダ

 GLOBAL
グ ロ ー バ ル

 WINGS
ウ イ ン グ ズ

の 
まちづくり 

② HANEDA GLOBAL WINGS のまちづくり 
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施策 4-7 世界と日本をつなぐ空港臨海部のまちづくり 
施策の方向性 4-7-1 移動しやすく、働く場所・遊ぶ場所として魅力ある空港臨海部の形成 

 

 

① 内陸部と臨海部における交通アクセスの向上  継続 

 所管部：まちづくり推進部 
事業概要 

 
■ 既存の交通や次世代モビリティ＊など多様な交通手段の連携について検討を進め、内陸

部と臨海部における交通アクセスの向上を図り、就業者や来訪者の利便性向上をめざし
ます。 

 
年度別計画 

 
活動 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 

内陸部と臨海部の交通アクセス
改善 検討・調整   

事業費（千円） 
年度別 ― ― ― 

合計 ― 

※ 事業費が生じない主要事業 

  
◇ 空港臨海部グランドビジョン 2040 
 

 
 
 

令和４年３月に改定し
た「空港臨海部グラン
ドビジョン 2040」に基
づき、空港臨海部の「東
西軸」「南北軸」「周遊
軸」の交通網を強化・形
成し、区民に親しまれ
る空港臨海部のまちづ
くりを進めます。 

□ 空港臨海部グランドビジョン 2040 

https://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijo
ho/ota_plan/kobetsu_plan/sumai_m
achinami/sakutei_grandvision.html 

将来像の都市構造図 
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施策 4-7 世界と日本をつなぐ空港臨海部のまちづくり 
施策の方向性 4-7-2 HANEDA GLOBAL WINGS のまちづくり 

 

 

◇ HANEDA GLOBAL WINGS（羽田空港跡地）の整備 
 

② HANEDA
ハ ネ ダ

 GLOBAL
グ ロ ー バ ル

 WINGS
ウ イ ン グ ズ

＊のまちづくり  継続 

 所管部：まちづくり推進部 
事業概要 

 
■ 「羽田空港跡地＊第１ゾーン整備方針」に基づき、都市計画＊公園の設計・整備を進め、

さらに公園周辺の未利用地の土地活用検討を行います。また、ソラムナード羽田緑地の
にぎわい創出に向けた現状の検証と検討を行い、それぞれのポテンシャルを最大限に活
用して、憩い・にぎわいの創出を図ります。 

 
年度別計画 

 
活動 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 

都市計画公園の整備 整備  ― 

未利用地の土地活用 土地活用の 
計画策定 基本設計 実施設計 

多摩川沿いエリアにおける 
河川空間のオープン化 検討   

事業費（千円） 
年度別 995,273 1,659,615 41,500 

合計 2,696,388 

  
 
 

第１ゾーンのまちづくりでは、令和５年
に羽田イノベーションシティがグランド
オープンを迎えました。 
都市計画公園では、整備・維持管理・運
営を一体的に実施する事業予定者を令和
７年２月に決定しました。公民連携手法
の一つである公募設置管理制度（Park-
PFI）を活用しています。今後は、令和 10
年度の開園に向け設計・整備を進めます。

●都市計画公園完成イメージ 

□ 整備の詳細はこちら 
https://www.city.ota.tokyo.jp/
seikatsu/sumaimachinami/ha
neda_airport/hgw/index.html 
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施 策 

4－8 
多彩で魅力ある公園・緑地づくり 

 
 めざす姿 

 
  

① 年齢や障がいの有無、国籍、区民・来訪者等を問わず、誰もが、レクリエーション
や余暇、スポーツなどを自由に楽しめ、充実した時間を過ごすことができるような
魅力ある大規模公園・緑地づくりが進んでいます。 

  
② 地域に身近な中小規模の公園では、子育てや健康づくりがしやすく、こどもたちが

楽しく自由に遊べるようになっています。また、地域が主体となった活動が盛んに
行われるなど特色のある公園づくりが進んでいます。 

  

 
 施策の方向性 

 
① 誰もが利用したくなる魅力ある公園の実現に向けた仕組みづくり 

 区を取り巻く社会情勢や多様化するニーズに対応し、地域から愛され、誰もが
利用したくなる公園の実現に向けて、地域で公園を育む仕組みを含めた公園・緑
地づくりの羅針盤となる計画等を策定します。策定した計画等を踏まえて、やす
らぎや防災などの公園が持つ様々な機能が最大限発揮された、魅力ある公園の整
備や活用を推進します。 

 

 

② 大規模公園・緑地の魅力向上 
 都市計画＊事業などによる計画的な整備推進や民間の知識・ノウハウ・資源等

を活用する公募設置管理制度＊や指定管理者制度＊といった公民連携手法を取り入
れることによって、多様なニーズに応え、誰もが訪れたくなる魅力ある公園づく
りを進めます。 

 

 

③ 身近な公園・緑地の魅力向上 
 地域に身近な中小規模の公園を対象に、こどもから人気の高いボール遊びがで

きる公園、子育てや健康増進等に寄与する公園への機能転換や再編、公園を有効
活用する地域団体の支援等といった利用促進に取り組みます。また、清潔で安心
して利用できるトイレや遊具といった既存施設の更新や地域の意見要望を踏ま
え、計画的な公園拡張を推進することで公園の量と質を向上させ、こどもから大
人まで多くの人に望まれる多様な特色を持つ公園をつくります。 
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 事業一覧 
 

施策の方向性 事業一覧 

4-8-2 
大規模公園・緑地の魅力向上 

① 地域の拠点となる公園・緑地の整備 
・ 地域の拠点となる公園・緑地の利活用 
・ 地域の拠点となる公園・緑地の維持管理 

4-8-3 
身近な公園・緑地の魅力向上 

② 身近な公園・緑地の整備 
・ 身近な公園・緑地の利活用 
・ 身近な公園・緑地の維持管理 
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施策 4-8 多彩で魅力ある公園・緑地づくり 
施策の方向性 4-8-2 大規模公園・緑地の魅力向上 

 

 

① 地域の拠点となる公園・緑地の整備 共通１ 共通２ 共通３  継続 

所管部：都市基盤整備部 
事業概要 

 
■ 都市計画＊事業等を活用した公園の拡張・新設整備を実施します。また、区民等の多様

なニーズに応えるため、来園者が多い地域の拠点となる公園においては、公民連携手法
を活用した再整備に関する取組を推進します。 

■ 平成 31 年３月に東京都の名勝に指定された洗足池公園においては、将来にわたり景勝
地として保存・活用する取組を推進します。 

 
年度別計画 

 
活動 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 

都市計画事業を活用した大規模 
公園整備の推進 共通１ 共通２ 
【公園整備・拡張面積】 

1,500 ㎡ 1,500 ㎡ 1,500 ㎡ 

大規模公園における公民連携
事業の推進 共通１ 共通２ 
【公民連携手法を導入した公園数】 

３か所 検討  

名勝洗足池公園保存活用事業
の推進 共通１ 共通２ 共通３ 
【保存活用計画に基づき実施した
施策数】 

16 施策 16 施策 16 施策 

事業費（千円） 
年度別 991,074 1,204,811 155,316 

合計 2,351,201 

 
  ◇ 多彩で魅力ある公園 

●大田区には、数千㎡を超える大きな公園や数十㎡から数百㎡といった小さな公
園など、合わせて 500 を超える公園があります。 

●大きな公園の中には、貴重な浜辺やビーチバレーコートなどが整備されている
「大森ふるさとの浜辺公園」、タイヤでつくられた怪獣がある「西六郷公園（通
称：タイヤ公園）」、東京都の名勝に指定されている「洗足池公園」など、多く
の特色を持つ公園があります。 

 

 
大森ふるさとの浜辺公園 西六郷公園 洗足池公園 
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施策 4-8 多彩で魅力ある公園・緑地づくり 
施策の方向性 4-8-3 身近な公園・緑地の魅力向上 

 

 

② 身近な公園・緑地の整備 共通１ 共通２ 継続 

 所管部：都市基盤整備部 
事業概要 

 
■ キャッチボール場のある公園や子育てを支援する子育てひろば公園＊、健康増進を支援

するいきいき健康公園＊など特色のある公園づくりを計画的に推進します。また、小規模
公園において、計画的な拡張再整備に取り組む際には、ニーズに応じた遊具を設置する
など、こどもから大人まで多くの人に望まれる多様な特色を持つ魅力ある公園づくりに
努めます。 

■ 公園を快適に利用してもらえるよう、トイレなどの公園施設の更新や整備を計画的に
推進します。 

 
年度別計画 

 
活動 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 

特色のある身近な公園（ボール遊び、
子育て支援、健康づくりなど）整備の
推進 共通１ 共通２ 
【公園整備箇所数】 

３か所 ３か所 ３か所 

都市計画＊事業を活用した中・小規模
公園整備の推進 共通１ 共通２ 
【公園拡張面積】 

200 ㎡ 200 ㎡ 200 ㎡ 

安全かつ快適に利用できる公園 
施設の更新・整備 共通１ 共通２ 
【公園施設（公園トイレ）の改修・
整備数】 

８か所 ８か所 ８か所 

事業費（千円） 
年度別 820,814 720,000 1,175,000 

合計 2,715,814 
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施 策 

4－9 
水とみどり＊のネットワークでやすらげる環境づくり 

  
 めざす姿 

 
  

① 区内のみどりが増え、身近な場所で水やみどりに親しむことができ、多様な生物
も息づくやすらぎのあるまちづくりが進んでいます。 

  

 

 施策の方向性 
 

① みどりの保全、創出、活用の推進 
 新たなみどりの創出や水とみどり空間＊の保全・活用により、みどりの取組を

「量」と「質」の両輪で進めることで、防災対策や地域振興等に寄与するまちづ
くりを推進します。また、みどり空間を活用する「グリーンインフラ＊」の普及
を図るとともに、みどりの魅力向上を計画的に推進するため、「みどり基金＊」の
運用を図ります。 

 

 

② 魅力的な水とみどりのネットワークの形成・拡充 
 河川や海など、貴重な自然環境資源を活かし、区民にとって身近で親しみやすく、

魅力的な観光資源となる水とみどりのネットワークの形成・拡充を推進します。ま
た、グリーンインフラが持つ多様な機能に着目しながら、散策路整備等を進めること
により、安全で快適な都市環境を形成し、魅力あるまちづくりを推進します。 

 

 

③ 河川の水質浄化対策の推進 
 呑川をはじめとする区管理河川において、水環境の改善を図るため関係機関と

連携し、河川対策や下水道対策など総合的な水質浄化対策を推進します。 
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 事業一覧 
 

施策の方向性 事業一覧 
4-9-1 

みどりの保全、創出、活用の推進 ① グリーンインフラを活用した持続可能なまちづくりの推進 

4-9-2 
魅力的な水とみどりの 
ネットワークの形成・拡充 

② 散策路の整備 

4-9-3 
河川の水質浄化対策の推進 

③ 呑川水質浄化対策の実施 
・ 合流改善貯留施設整備           など 
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施策 4-9 水とみどりのネットワークでやすらげる環境づくり 
施策の方向性 4-9-1 みどりの保全、創出、活用の推進 

 

 

① グリーンインフラ＊を活用した持続可能な
まちづくりの推進 共通２ 継続 

 所管部：都市基盤整備部、資源環境部 
事業概要 

 
■ 「大田区緑の基本計画グリーンプランおおた」における重点的な取組として、「大田区グ

リーンインフラ事業計画の策定・推進」「みどり基金＊の創設・運用」を位置付けています。 
「大田区グリーンインフラ事業計画」により、まちづくりの課題を防災・減災、環境保全、

地域振興の３つの観点から整理し、自然環境が有する機能を活用することで、内水氾濫の防
止、生物生息環境の保全、にぎわいの創出等、地域が抱える課題を解決する一端を担うこと
ができます。 

また、グリーンインフラ事業計画の推進とみどり基金の運用で事業間連携を図ることで、
みどり＊の取組の更なる推進を図るとともに、区民・事業者のみどりに対する意識醸成等に
つなげます。 

 
年度別計画 

 
活動 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 

みどり基金の利活用 
（グリーンインフラにおける 
課題解決に寄与する取組への利活用） 

利活用先の 
具体の検討 基金＊の利活用  

防災・減災に資する 
雨水浸透・貯留設備＊の設置 
【整備箇所数】 

調整・設計 公園等整備 
１か所 

公園等整備 
１か所 

環境保全、地域振興に資する 
みどり空間＊の整備 共通２ 
【整備箇所数】 

みどり空間整備 
２か所 

みどり空間整備 
２か所 

みどり空間整備 
２か所 

事業費（千円） 
年度別 107 107 107 

合計 321 

※ みどり基金の運用事務に関する費用のみを計上 

   ◇ グリーンインフラ 
グリーンインフラとは、「住みやすいまちをつくる社会基盤施設（インフラ）に、
海、河川、池、緑地等の自然環境（グリーン）が有する機能を活用し、「防災・減
災」「環境保全」「地域振興」の３つの視点からまちづくりの課題解決につなげる取
組」のことを指します。 

 
 
 
 

生物生息環境の創出・保全 

にぎわいの創出 

雨水貯留・浸透機能の確保 

みどり空間の保全による暑熱環境の緩和 
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施策 4-9 水とみどりのネットワークでやすらげる環境づくり 
施策の方向性 4-9-2 魅力的な水とみどりのネットワークの形成・拡充 

 

 

② 散策路の整備  継続 

 所管部：都市基盤整備部 
事業概要 

 
■ 呑川緑道や桜のプロムナード、海辺の散策路など、「大田区緑の基本計画グリーンプラ

ンおおた」に位置付けられた散策路整備の設計及び工事を行います。 
 
年度別計画 

 
活動 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 

呑川緑道の整備 
【整備延長距離】 220ｍ 140m 140m 

桜のプロムナードの整備 
【整備延長距離】 310ｍ 270m ― 

海辺の散策路の整備 
【整備延長距離】 設計 50m ― 

事業費（千円） 
年度別 289,064 412,936 212,936 

合計 914,936 
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施策 4-9 水とみどりのネットワークでやすらげる環境づくり 
施策の方向性 4-9-3 河川の水質浄化対策の推進 

 

 
 

③ 呑川水質浄化対策の実施  継続 

 所管部：都市基盤整備部 
事業概要 

 
■ 呑川の水環境に関わる基礎的なデータを継続的に取得、整理、記録し、水環境改善対策

の効果及び今後の水質改善の方向性を検討するための基礎資料を作成し、各種水質浄化
対策を展開します。 

 
年度別計画 

 
活動 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 

呑川水質浄化対策研究会の開催 開催   

水質改善効果調査検討 実施   

高濃度酸素水浄化施設の稼働 運転   

スカム＊発生抑制装置の稼働 
【稼働日数】 350 日 350 日 350 日 

スカム対策・汚泥浚渫
しゅんせつ

＊ 実施   

事業費（千円） 
年度別 418,535 381,140 381,140 

合計 1,180,815 

  

 ◇ 高濃度酸素水浄化施設 
通常の空気中に置かれた水に含まれて
いるよりも多い量の酸素を溶かし込ん
だ水を浄化施設で生成し、酸素量が少
ない呑川の川底付近に高濃度酸素水を
流すことで酸素量を増加させ、水質を
浄化していく施設です。 

浄化施設建屋全景 浄化施設建屋内

スカム発生抑制装置全景 

◇ スカム発生抑制装置 
酸素濃度の高い表層の水を川底に送って、スカ
ムの発生を抑制することを目的として実施して
います。  
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